


上位計画及び関連政策における和光市駅北口地区の位置づけ
　　・　第五次和光市総合振興計画
　　・　和光市都市計画マスタープラン
　　・　「和光市版スーパーシティ構想」地域まちづくり構想

都市計画決定(変更)の概要
　　・　第一種市街地再開発事業
　　・　高度利用地区
　　・　高度地区
　　・　防火地域及び準防火地域
　　・　地区計画
　　・　道路（3・4・6号北口駅前線、3・5・14号和光市駅北口線） 　

都市計画について
　　・　都市計画について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　・　和光市の都市計画の体系　     　 　

本日の説明会の位置づけ    　



都市計画の決定(変更)ってなに？

　⇒市が行う予定の「まちづくり」の方法や形を決める

どこのまちづくりを決めるの？

　⇒和光市駅北口駅前広場周辺

なぜ決定(変更)するのか？

　⇒市街地再開発事業の推進にあたり、まちの利便性や

    機能をより向上させるため
　



都市計画審議会（和光市）

都市計画決定（変更）　原案の作成

意
見
書
の
提
出

3
週
間
※

（R5.6.28）

意
見
書
の
提
出

（R5.6.28～7.19）

都市計画決定（変更）　案の作成

※条例の改正に伴い、パブリックコメント募集中（R5.628～R5.7.19）　詳細はP29参照



決定する都市計画
　　・　第一種市街地再開発事業
　　・　高度利用地区

変更する都市計画
　　・　高度地区
　　・　防火地域及び準防火地域
　　・　地区計画
　　・　道路
　　　（3・4・6号北口駅前線、3・5・14号和光市駅北口線)



都市計画について
・　都市計画について
・　和光市の都市計画の体系



都市計画について

今回の説明内容について

■市街地再開発事業による市街地開発の計画について説明を行う。また、市街地開発に伴い発生

する土地利用の規制や必要な公共施設を定める都市施設についても説明を行う。

■都市計画とは都市の将来のあるべき姿を想定し、そのために必要な規制、誘導、整備等を行っ

ていく手段や方法のこと。都市計画は市や県が定める都市計画マスタープランなどの計画に即し

たものでなければならない。

■都市計画を大きく分けて三つに分類。

①市街地開発事業…市街地の大規模な整備、開発を行うこと

例：土地区画整理事業、市街地再開発事業等

②土地利用の規制…建物の用途、高さ等について制限を加えること

例：区域区分、用途地域、高度地区、防火地域及び準防火地域、地区計画等

③都市施設…都市に必要な公共施設を定めること

例：道路、公園、下水道等

都市計画の分類



和光市の都市計画

市街地開発事業 土地利用の規制 都市施設

土地区画整理事業

市街地再開発事業

区域区分

用途地域

高度地区

高度利用地区

防火・準防火地域

特別緑地保全地区

地区計画

生産緑地地区

道路

自転車駐車場

ごみ焼却ごみ処理場

保育所

下水道

公園

※赤字は今回決定（変更）する都市計画

和光市都市計画
マスタープラン

第五次和光市
総合振興計画

都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針

即す

上位計画



上位計画及び関連政策における
和光市駅北口地区の位置づけ
・　第五次和光市総合振興計画

・　和光市都市計画マスタープラン
・　「和光市版スーパーシティ構想」地域まちづくり構想



総合振興計画とは

■和光市の目指すべき将来像を描き、その実現に向けた計画を示したもの。

■都市基盤だけではなく、市民生活等にも着目した総合的な計画であり、本計画に基づいて市の様々

な施策を決定。

総合振興計画における本地区の位置づけ

■総合振興計画では、和光市駅周辺の魅力の向上を基本戦略のひとつに掲げている。

具体的な取組として
"駅北口地区高度利用化推進"が挙げられている。



都市計画マスタープランとは

■都市計画法に基づき、市町村に作成が義務付けられている都市計画の方針を示したもの。

■総合振興計画に比べて都市計画に特化した内容。

都市計画マスタープランにおける本地区の位置づけ

■マスタープランでは、和光市駅北口周辺部について、"都市基盤及び交通施設の整備と商業・業
務・居住などの機能の立地誘導を図り安全性と拠点性を高めるとともに、にぎわい・活気のある魅
力的なまちなか空間を創出します。"と示されている。

　 　駅北口商業業務地区

駅北口の拠点性の向上
にぎわいの創出



和光市版スーパーシティ構想とは

■超少子高齢化社会に対応すべく、埼玉県が県内市町村と「コンパクト」「スマート」「レジリエ

ント」を要素とする持続可能なまちづくりに取り組むプロジェクト「埼玉版スーパー･シティプロ

ジェクト」に位置づけた、和光市のまちづくりの構想。

■和光版MaaSを中心とした市内全体のネットワーク化によりコンパクトな都市づくりを目指す。

和光市版スーパーシティ構想での取組み

■３つの要素における本地区周辺での事業案

【コンパクト：地域の拠点がまとまっていて、暮らしに必要な場所まで容易に移動できること】

　・駅北口の交通拠点としての機能強化に向けた再開発
　・市街地再開発事業による地域の賑わいづくりに寄与する広場空間の整備

【スマート：新しいデジタル技術を活用して、市民が利便性や快適性の高い生活が送れること】

　・市街地再開発事業による各種情報表示用デジタルサイネージ等の設置

【レジリエント：災害などの様々な危機に対応でき、将来にわたって市民が安心して暮らせる強靭さがあること】

　・災害時における施設内の広場を利用した帰宅困難者の一時的な滞在場所の確保



都市計画決定(変更)の概要
P13.市街地開発事業　・・・第一種市街地再開発事業

P17.土地利用の規制①・・・高度地区
P19.土地利用の規制②・・・高度利用地区
P21.土地利用の規制③・・・防火地域及び準防火地域
P23.土地利用の規制④・・・地区計画

P30.都市施設　　　　・・・道路



第一種市街地再開発事業



市街地再開発事業とは

本地区の市街地再開発事業について

■商業・業務・居住などの機能の立地誘導により駅周辺の安全性と拠点性を高め、魅力的なまち

なか空間を創出することを目指して、和光市駅北口土地区画整理事業にまたがる区域内において

市街地再開発事業（約0.7ha）を新たに都市計画に位置づける。

■土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、敷地を共同化・高度利用化し
公共用地を生み出す事業。
■市街地再開発事業を都市計画に位置づけることで法的な位置づけが明確となり、円滑に事業を
進めることが期待できる。

約0.7ha

　 市街地再開発事業施行区域
　 　市街地再開発事業区域

土地区画整理事業区域

和光市駅

約0.7ha新規



出典：国土交通省ホームページ



和光市駅

低層階
⇒商業施設等　
　賑わい施設

高層階
⇒住宅

■にぎわい・活気のある魅力的なまちなか空間の創出を目指し、市街地再開発事業による建築物および
建築敷地の整備等について定める。

■名称

和光市駅北口地区第一種市街地再開発事業

■住宅建設の目標

約３００戸

■建築敷地面積

約７，１００㎡

■建築面積

約５，３００㎡

■延べ面積

約５６，５００㎡

■主要用途

商業業務、住宅、公益、駐車場

※令和元年・検討パートナー提供資料より引用。
　現在も施設計画については、準備組合にて継続して検討中。



高度地区



高度地区とは

■市街地の環境を維持するために、建築物の高さに一定の制限を定める地域。

■和光市では25m高度地区、35m高度地区が指定されている。

当地区の高度地区

■市街地再開発事業及び高度利用地区を新たに指定する区域において35m高度地区（約0.7ha）
を廃止する。（35mの高さ制限を廃止する。）
■35m高度地区の廃止と高度利用地区の新規決定により、市街地再開発事業による土地の合理的
かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る。

和光市駅

和光市駅

和光市駅

　 　35m高度地区

市街地再開発事業区域

　 　35m高度地区

　 　高度地区(廃止)

約0.7ha廃止



高度利用地区



高度利用地区とは

■建築物の敷地等の統合を進め、小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効
な空地を確保することを目指す地区。
■土地の高度利用のため、容積率の最高限度の緩和・壁面の位置の制限等を行うことができる。

当地区の高度利用地区

■土地の高度利用と都市機能の更新を図るため、市街地再開発事業を新たに指定する区域におい
て高度利用地区（約0.7ha）を新たに都市計画に位置づける。

和光市駅

和光市駅

市街地再開発事業区域

　 　高度利用地区

　 　壁面の位置の制限

約0.7ha新規

容積率の
最高限度

容積率の
最低限度

建蔽率の
最高限度

建築面積の
最低限度

50/10
（500％）

20/10
（200％）

7/10
（70％）

200㎡

2.0ｍ
建
物

■建築物の容積率等の限度

■壁面の位置の制限

・道路境界から後退する距離

敷地面積　

建築面積　

敷地面積　

床面積　

建蔽率：敷地面積に対する
建築面積の割合　　　

容積率：敷地面積に対する延べ面積
(各階床面積の合計)の割合　　　



防火地域・準防火地域



防火地域・準防火地域とは

■市街地における火災を防ぐために、建築物の構造に一定の制限を定める地域。

　防火地域・準防火地域内において建築物を建築する際には、それぞれ建築基準法に基づく防火

性能に適合する必要がある。

市街地再開発事業区域

和光市駅

和光市駅

　 　防火地域

　 　防火地域(追加)

　 　防火地域

約0.2ha追加

当地区の防火地域

■和光市駅周辺の防災性・安全性の向上を図り、安全・安心のまちづくりを推進するため、市街
地再開発事業を新たに指定する区域のうち、未指定の区域（約0.2ha）を防火地域に指定する。
（防火地域面積の増加）



地区計画



地区計画とは

■用途地域等の都市計画では対応できない、地区単位でのまちづくりに関するルールを定めたも

の。地区に応じて他の都市計画の規制を強化・緩和することができる。

当地区の地区計画の方針

■当地区は和光市駅の北側約500ｍの範囲内に位置。
　駅前の商業地区では、本市の玄関口として商業・住宅・公共公益施設等の機能集約が見込まれ、
住宅地区では、駅に近接した利便性の高い住宅地としての土地利用が見込まれている。

■土地区画整理事業及び市街地再開発事業による効果を維持・保全するとともに、駅周辺の拠点
性の向上を図りつつ良好な居住環境を形成するため、地区計画を策定する。

健全な都市環境
の形成良好な

住環境の形成

・建築物の用途制限による健全な街並み形成
・建築物等の色彩等の制限による美しい街並みの形成
・かき又はさくの構造の制限による安全で快適な街並み
　の形成

・商業地区の細分化により適切な施設の立地誘導
・最低敷地面積による小規模開発の抑制
・壁面後退による快適な歩行空間の確保

駅周辺の
拠点性の向上



■地区計画の方針に基づいて下図のように地区を区分する。

　 商業地区
（変更）

商業の利便性向上を図る地区。
良好な商業・業務系施設の集積を進め、生活
利便性の向上を図る。

　 住宅地区
（従前のまま）

住環境の保護を図る地区。
小規模な開発を防止し、良好な居住環境の形
成及び維持・保全を図る。

和光市駅

東
京
外
か
く
環
状
道
路

商業地区

住宅地区

住宅地区



商業地区

和光市駅

商業地区



■市街地再開発事業の施行区域や住宅地区の環境に配慮し、商業地区を３地区に分類する。

商業地区A 商業地区C商業地区B

商業地区

■駅前再開発エリアの街区（商業地区A,B）と住宅地区に隣接する街区
（商業地区C）では建築物の敷地面積の最低限度に係る制限が異なる。

・商業の集約を図る地区
なので、工業系の用途や
倉庫等は原則不可
　ただし、小規模な工場
は建築可とする

工業、倉庫等共同住宅等
・商業の集約を図る地区
なので、１階部分を住宅
等の用に供することは不
可（商業地区Cは15戸以
上の住宅等に限り制限）

・商業の集約を図る地区
なので建築可
　ただし、キャバレー自
動車教習所、畜舎は不可

店舗、飲食店等

■建築物等の用途の制限（商業地区内共通）

商業地区A 商業地区B 商業地区C

■建築物の
　敷地面積の最低限度

再開発エリアの街区 住宅地区に隣接

200㎡ 100㎡

和光市駅

商業地区B

商業地区Ａ

商業地区C

市街地再開発事業区域

■かき又はさくの構造の制限

下記の範囲は、かき又はさくを設置してはならない。
※ただし、植栽等で歩行者の通行を妨げないものについては設置可。

道路に面する側

商業地区A 商業地区B 商業地区C

道路に面する側
（戸数15戸以上の場合）

壁面後退区域内



北口駅前広場

歩行者通路2号

歩行者通路1号

歩道状空地1号

歩道状空地2号

3・5・14号

和光市駅北口線

1号壁面2号壁面

名称 幅員 延長 面積

歩行者通路１号 4ｍ 約160m －

歩行者通路２号 4m 約45m －

歩道状空地１号 2ｍ 約40m －

歩道状空地２号 4m 約45m －

小広場 － － 約280㎡

和光市駅

3
・
4
・
6
号

北
口
駅
前
線

・1号壁面：道路(駅前交通広場)境界から後退する距離

2.0ｍ又は4.0ｍ 建
物

・2号壁面：地区施設(歩道状空地等)端から後退する距離

2.0ｍ 建
物

■地区施設の配置及び規模

■壁面の位置の制限

■壁面後退区域における工作物の設置の制限
・壁面の位置の制限により建築物が後退した区域につい
ては、門、へい、広告物、自動販売機等通行の妨げとな
るような工作物を設置してはならない。

小広場

■商業地区Aにおいて、地区施設や壁面線の制限を次のように定める。
（商業地区B、商業地区Cには地区施設や壁面線の制限はない）



和光市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の改正

■和光市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例（以下、条例という）に和光市

駅北口地区の地区計画の内容の改正を行う。

建築基準法の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物の制限を条例に定めることにより、地区

計画の実効性を担保し、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保する。

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

周辺の都市景観との調和を図るため、

■建築物等の壁面を利用した動画等で表示する屋

外広告物の表示面積を制限。

■建築物等の色彩について、マンセル値を用いた

基準を設けている。　※マンセル値とは色を数値で表したもの

【条例の対象となる建築物等の制限】

・建築物の用途の制限

・建築物の敷地面積の最低限度

・壁面の位置の制限

・垣又は柵の構造の制限

・建築物等の形態意匠の制限

条例の改正に伴いパブリック・コメント募集中
■募集期間　　
　令和5年6月28日(水)～7月19日(水)
■結果公表時期　　
　令和5年8・9月予定
■意見の提出方法
　意見書を都市整備課窓口に持参又は郵送、
　ＦＡＸ、メール



道路



都市計画における道路

■都市計画道路は、人や物資の安全かつ円滑な移動を確保するための交通機能などを有し、都市
の骨格を形成する重要な都市施設である。

今回の変更内容

■市街地再開発事業の位置づけにあたり、街区再編を行うため下記のとおり変更・決定を行う。

　3・4・6号北口駅前線　　　：一部区間の廃止、一部区域の変更
　3・5・14号和光市駅北口線：路線の決定、駅前広場の設置

市街地再開発事業区域

3・5・14号

和光市駅北口線

和光市駅

3
・
4
・
6
号

北
口
駅
前
線

和光市駅

北口駅前広場

3
・
4
・
6
号

北
口
駅
前
線

　 　道路　 　道路

北口駅前広場



都市計画審議会（和光市）

都市計画決定（変更）　原案の作成

意
見
書
の
提
出

3
週
間
※

意
見
書
の
提
出

都市計画決定（変更）　案の作成

（R5.6.28）

（R5.6.28～7.19）



●都市計画に関すること
　和光市　建設部　都市整備課　計画担当
　〒３５１－０１９２　和光市広沢１番５号
　電　話　０４８－４２４－９１４５（直通）
　メール　 e0100@city.wako.lg.jp

●市街地再開発事業に関すること
　和光市　建設部　駅北口地区高度利用化推進室　計画推進担当
　〒３５１－０１１１　和光市下新倉１丁目５番５５号
　電　話　０４８－４５０－１６０６（直通）
　メール　 e0600@city.wako.lg.jp


